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2025 年５月 13 日 

各     位 

会 社 名  ｼﾞｪｲ･ｴｽｺﾑﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 

代表者名  代表取締役社長  大谷 利興 

コ ー ド ３７７９ 

問合せ先 業務管理統括本部 部長 丸山 博之 

（電話 03－5114－0761） 

 

定款一部変更のお知らせ 

  

 当社は、本日開催の取締役会において、本年６月26日開催予定の当社第20回定時株主総会で承

認されることを条件として、「定款の一部変更の件」を付議することといたしましたので、お知ら

せいたします。なお、定款一部変更の効力発生日は当該定時株主総会と同日となります。 

 

記  

 

１．変更の理由 

当社事業の現状に即し、事業目的会社として新たな収益確保を目的として事業内容を多角

化するために現行定款第２条（目的）につきまして事業目的を追加するものであります。 

 

２．定款の一部変更について  

変更内容は別紙のとおりであります。 

 

３．日程  

定款変更のための株主総会開催日   2025年６月 26日（木）  

定款変更の効力発生日        2025年６月 26日（木） 

 

以 上 
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（別紙 定款変更の内容） 

（下線は変更部分を示します。） 

 

現行定款 変更案 

第１条 （条文省略） 

 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

（1）国内外の会社の株式又は持分を所有す

ることにより、当該会社の事業活動を

支配・管理すること 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

（2）前号に付帯又は関連する一切の業務 

 

第３条～附則第 1条 （条文省略） 

 

第１条 （現行どおり） 

 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

（1）国内外の会社の株式又は持分を所有す

ることにより、当該会社の事業活動を

支配・管理すること 

（2）企業の買収、合併、会社分割、株式交

換・移転、営業譲渡、資本提携、業務

提携等のアドバイザリー業務並びに

それらに関するコンサルティング業

務 

（3）投資家向けの情報提供、紹介及び仲介

に関する業務 

（4）資金調達に関する助言、仲介及びコン

サルティング業務 

（5）有価証券の保有、運用管理および売買

に関する業務 

（6）前各号に付帯又は関連する一切の業務 

 

第３条～附則第 1条 （現行どおり） 

 


